
 
平成２６年１１月２１日 京都市都市計画局 住宅室住宅政策課   

  

平成２６年度 第３回 京都市住宅審議会 資料５ 

「平成の京町家」の取組 
 

「木の文化を大切にするまち・京都」の実現に向けた 
京都型の環境配慮住宅の普及促進 
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「環境モデル都市・京都」 

■平成２１年１月「環境モデル都市」に選定 

持続可能な低炭素社会の
実現に向け， 

シンボルプロジェクト
を推進 

先進的に取り組む都市 

歩くまち・京都 

木の文化を 
大切にするまち・京都 

ライフスタイルの転換
と技術革新 

■京都市地球温暖化対策条例の全部改正 

【改正内容】温室効果ガス削減目標（1990年度比） 

 ・長期目標：８０％以上削減 

 ・中期目標：2030年度までに４０％削減 

 ・中期目標に至る中間年の目標：2020年度までに２５％削減 

（平成１６年１２月制定，平成２２年１０月全部改正） 
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「木の文化を大切にするまち・京都」市民会議（平成２１年度） 

○ 京都が歴史的に培ってきた「木の文化」を踏まえ， 

  中長期的に「低炭素型景観の創造」を目指し， 

  都市構造，都市機能，暮らしかた，森林涵養など 

  幅広い観点から「木の文化を大切にするまち・京都」 

  のあり方及びそれを推進する取組について議論 

 

○ 「京都市環境モデル都市行動計画」に掲げた 

  シンボルプロジェクトを推進するために設置 
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「木の文化を大切にするまち・京都」の実現に向けた
３つのテーマ 

① 「森と緑」 
京都市内にある森林を持続的に 

保全・活用するための方策を検討 

② 「京都環境配慮建築物」 
京都ならではの環境配慮建築物
のあり方・基準・認証制度を検討 

③ 「平成の京町家」 
環境にやさしい暮らしを具現する
新たな居住文化（価値観）を創出
する方策を検討 

＜具体的な取組＞ 

・ 木質ペレット等の利用促進 

・ 「みやこ杣木」の安定的な供給   
 体制の促進 など 

＜具体的な取組＞ 

・ 京都市環境配慮建築物認証制
度（CASBEE京都）の策定・普及 

＜具体的な取組＞ 

・ 良好な景観を創出し，低炭素社
会を実現する都市型住宅のモデル
「平成の京町家」の普及・促進 
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「森と緑」 

「京都環境 

配慮建築物」 
「平成の 

京町家」 

３つのテーマの相互関係のイメージ 

● 市内産木材の利用促進 
● ウッドマイレージの評価 
● 木質ペレット等再生可能エネ   
    ルギーの活用 

● 「平成の京町家」の認定にお
ける「CASBEE京都」高ランク取得
の義務化 

● モデル住宅での「CASBEE京
都」の活用 
● マニュアル等への反映 

● 木材流通・供給⇔建築での利用 
● 流通と供給と建築の連携強化 
● 森林とまちの共存への意識啓発 
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住宅マスタープラン策定後の 

取組状況について 
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環境に配慮した数世代にわたり住み継ぐことのできる住宅の普及 

 
【施策番号038】  長期優良住宅の普及 

 
   長期にわたり住宅を良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である
「長期優良住宅」について，その建築及び維持保全に関する計画の認定を実施 

   ○国での新築住宅における長期優良住宅の割合 目標値２０％（平成３２年） 

 
   ○本市での長期優良住宅の割合１９％（２５年度）              【都市計画局建築審査課所管】 

 

【施策番号042】  京都市環境配慮建築物認証制度（ＣＡＳＢＥＥ京都）の 

                        策定・ 普及 

 
  京都にふさわしい環境配慮建築物を適切に評価・誘導する基準や仕組みづくりの検討
を行い，独自基準である「ＣＡＳＢＥＥ京都」を策定，実施 

→CASBEE京都における高評価（Aランク以上）への誘導を行う。 

 

 

 

                                        【都市計画局建築審査課所管】 
 

年度 ２３ ２４ ２５ 

届出数に対する         <目標> 

Aランク以上の割合（％） <実績> 

２３ 

１２ 

２５ 

２６ 

２５ 

２８ 
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環境に配慮した数世代にわたり住み継ぐことのできる住宅の普及 

 

【施策番号044】  省エネ法に基づく省エネルギー措置の届出制度を啓発する 

                         ことにより，省エネルギー型建築物の普及を促進 

 
   建築確認申請の書面に添付する「事前調査報告書」に，省エネ法に基づく届出の必
要の有無について記載する欄を設け，申請者に注意喚起を行う。 

 

   ○平成25年度届出件数（新築，増築，改築のみ） 
   住宅 337件（内訳：1種58，2種279） 
 

   ※1種とは，延べ面積2,000㎡以上の建築物 

      2種とは，延べ面積300㎡以上，2,000㎡未満の建築物 

                                                   【都市計画局建築審査課所管】       
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木の循環システムを支える京都市地域産材を活用した 

木造住宅の普及と維持管理及び更新の促進 

 
【施策番号047】  「みやこ杣木」の利用を促進する「京の山杣人工房」事業      

          の推進 

 
   ・ 市内に設置している「京の山杣人工房」の活動を支援 

    → モデル工房来訪者数 ９，５８８名（ ２５年度） 
 

   ・ 住宅，店舗等の新築，増改築に対し，最大２５万円 

  相当の「みやこ杣木（京都市地域産材）」を提供 

     → 住宅，店舗等の新築，増改築に対する補助 ３０件（２５年度） 
 
【参考】京の山杣人（そまびと）工房事業 

 地域林業や木材関連業界の活性化を図るため，市内の民間店舗や施設を活用し，京都市地
域産材を使用したリフォームモデル施設「京の山杣人工房（森の窓口）」を各行政区に1 箇所ず

つ設置し，本施設を拠点として，林業家や建築家も加わった市民グループの育成や，市民によ
る様々な森林ワークショップ等の開催，京都市地域産材を利用したリフォームの普及啓発を行っ
ている。 
                                                 【産業観光局林業振興課所管】 
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木の循環システムを支える京都市地域産材を活用した 

木造住宅の普及と維持管理及び更新の促進 

 

【施策番号049】  木質ペレット等の森林バイオマスエネルギーの利用促進 
    

・ 間伐材等を活用した木質資源のエネルギー化を推進することにより，温室効果ガス
の排出量を削減し，低炭素社会を実現するため，木質ペレットの利用拡大を目的として，
木質ペレットストーブ・ボイラーを導入する者に対して補助を実施 

 

     → ペレットストーブへの補助 ５８件（２５年度） 
  → ペレットボイラーへの補助  ２件（２５年度） 
                                                   【産業観光局林業振興課所管】 

【施策番号048】  木材流通システムの確立による「みやこ杣木」の安定的な供  

                        給体制の促進 

 
  ・ 木の文化を具体化する推進会議の開催 

  ・ 地域産材ストック情報システムの充実 

    → みやこ杣木の出荷実績 ８８２ｍ３ （２５年度） 
 

                                                       【産業観光局林業振興課所管】 
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京都型環境配慮住宅 

「平成の京町家」の普及促進 

地域の気候・風土・文化に応じたローカルモデルの必要性 

省エネ住宅のグローバルモデルの普及は，地球温暖化問題を緩和する
一方で，これを無条件に受け入れると，「地域ごとに豊かで多様な  
住文化」の画一化を招くおそれがある。 

京都らしいすまい方の継承 

住宅ストックの良質化のための適正な維持管理や更新の支援 

京都型の環境配慮住宅の普及促進 
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「平成の京町家」の概念 
～伝統的な京町家の知恵と現代の技術の融合～ 

  

伝統的な京町家の知恵 
●環境調整空間 
●風の道 
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「平成の京町家」普及促進事業の取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「平成の京町家」の認定制度及び補助制度   
   平成の京町家の普及に向けて，京都市内に新築される木造   

  の住宅（共同住宅を除く）を対象に，「平成の京町家」の認定，    
  補助金の交付を行う。 
 

○ 平成の京町家コンソーシアムの設立・運営 
    「平成の京町家」の供給及び普及を担う事業者及び団体，学識経  
  験者，行政等が連携し，普及及び流通の促進と更なる研究開発を進   
  め，広く市民に情報を発信する。 
 

○ 「平成の京町家」モデル住宅展示場ＫＹＯＭＯの開設・運営 
   モデル住宅の展示を通じて「平成の京町家」を体感していた  

  だくとともに，「平成の京町家」普及センターから総合的な情報   

  発信を行うことにより，広く市民や事業者に普及啓発を図る。 
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  京都市内に新築される木造住宅（共同住宅を除く）で，平成の京町家の 
 ３つのテーマ（「住みごたえ」「住み継ぐ」「まちに住む」）に関する以下の認

定基準に適合するもの  

「平成の京町家」認定制度 

認定対象 

認定基準 

空
間
構
成 

次のすべて 
①環境調整空間の設置 
②通風の確保 
③自然との共生や室内環境向上のための 庭の設置 

環
境
配
慮 

次のいずれか 
①設計住宅性能評価における，劣化対策等級３及び省エネルギー対策等級４ 
②長期優良住宅の認定 
③「ＣＡＳＢＥＥ京都 戸建－新築」の標準システムにおける，Ａランク以上の評価 

木
の
文
化 

次のすべて 
①「みやこ杣木」認証制度やウッドマイレージＣＯ２認証制度等による京都市の区
域内及びその近隣の地域から産出される木材を使用すること 

②一以上の居室について，「木の現し」とした木質系の空間とすること 
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「平成の京町家」認定制度 

認定対象 

認定基準 

形
態
意
匠 

①屋根は，軒の出が900mm以上の勾配屋根とすること 
 
 

維
持
保
全 

次のすべて 
①長期優良住宅に準じて維持保全計画書を作成すること 
②長期優良住宅に準じて建築及び維持保全状況に関する記録を作成すること 
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「平成の京町家」認定制度 

認定申請手続の流れ 

平成の京町家認定プレート 
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「平成の京町家」認定制度 

年度別認定実績（平成２６年１０月末現在） 

H22 H23 H24 H25 H26 全累計 

一般型 ２戸 １４戸 ８戸 １９戸 １戸 ４４戸 

伝統型 ０戸 １戸 ０戸 １戸 ０戸 ２戸 

小計 ２戸 １５戸 ８戸 ２０戸 １戸 ４６戸 

目標値 １００戸 ２００戸 ３００戸 ４００戸 ５００戸 １５００戸 

H22.9.1    認定制度開始 

H24.6.1    認定制度の見直し（認定基準の明確化） 

マスタープランの目標値に
対して大きく乖離 
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「平成の京町家」認定制度 

認定実績について 

  

   ① 目標値は，平成31年度末でのCO2削減目標値から逆算して定めたため， 
   認定実績と乖離している。 
   
  ② 認定申請されない要因は以下のとおり 
   ※ ＫＹＯＭＯ事業者や市内住宅メーカー等への聞き取りによる。 
   ・ 認定制度が，すべての要件を満たさないと認定されない仕組みであるた   
    め，部分的に要件を満たさないために認定をあきらめるケースが多い。 
   ・ 認定された場合のメリットが補助金しかなく，認定申請によって増加する 
    手間で相殺されるか，赤字になることに加え，認定手続で工期が圧迫さ 
    れる。 
   ・ 認定要件で間取りにまで踏み込んでおり，施主が求める間取りと相違す 
    る場合，施主意見が優先される。 
   ・ 施主意見が最終的な決め手となるが，平成の京町家の整備によるコスト 
    アップ分が目立ち，それに伴う優位点が理解されにくい。 
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「平成の京町家」補助制度 

補助対象・補助額 

◆ 「平成の京町家（一般型）」に対する認定補助  

   対 象：「平成の京町家」の認定を取得した建築主又は分譲事業者  

   補助額：５０万円／件   

   ※ 完成後の見学会が必要 

◆「平成の京町家（伝統型）」に対する建設費補助  

  対 象：「平成の京町家」の認定を取得し，伝統的な京町家の意匠や構造を継 

      承した住宅（伝統構法による土壁，日本瓦葺を基本とするもの）を新築す   

      る建築主 

  補助額：２００万円／件 

※ 工事中及び完成後の見学会開催が必要 

19 



「平成の京町家」補助制度 

補助制度について 

H22.9.1    補助制度開始（伝統型：200万円／戸） 

H23.4.1    補助制度の充実（一般型への補助を新設： 10万円／戸） 

H24.6.1    補助制度の充実（補助金額の増額（一般型（見学会あり） 

     40万円／戸）） 

H25.4.22  補助制度の充実 （一般型：50万円／戸※見学会実施を条件） 

H22 H23 H24 H25 H26 全累計 

一般型 0戸 1戸 18戸 19戸 3戸 41戸 

伝統型 0戸 0戸 1戸 0戸 0戸 1戸 

小計 0戸 1戸 19戸 19戸 3戸 42戸 

補助額 
 （千円） 

0 100  3,800 7,400 1,500 12,800 

予算額＊ 
 （千円） 

10,000 7,900 16,200 7,400 13,500 55,000 

＊ 各年度ごとの予算額は，前年度からの繰越額と翌年度への繰越額を勘案した数値としている 
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平成の京町家コンソーシアム 

■目  的：産学官が英知の結集と協力・連携体制の強化を図ること  

      により，「平成の京町家」の普及及び流通の促進と更な   

           る研究開発を進め，広く市民に情報発信すること。 

 

■設 立 日：平成２２年８月５日 

 

■会  長：髙田 光雄（京都大学大学院工学研究科教授） 

        

■会 員 数：７０（設立時４２） 

      （学識経験者，建築関連団体・事業者， 

       金融機関，マスコミ，行政等） 

 

■事業内容 

 認定審査事業，普及啓発事業，流通促進事業，研究開発事業 

（任期２年） 
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平成の京町家コンソーシアム 

運営体制 
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平成の京町家コンソーシアム 

活動実績（H22.8~H26.10） 

 

 ①認定審査事業 

  平成の京町家の認定に当たり，定量的に審査できない認定基準への適合 

 を審査する。 

  ・ 認定審査委員会の開催（12回） 

  ・ 平成の京町家設計事例集の監修及び認定基準の検証（H24.6.1の改正   

   に反映） 

 

 ②普及啓発事業 

  平成の京町家の普及を促進するため，市民や事業者等を対象とした啓発 

 事業を行う。 

  ・ 普及啓発イベントの開催（30回 1,317名参加） 

  ・ 普及啓発用パンフレットの作成（2種類） 

  ・ ホームページの運営による情報発信 
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 【参考】普及啓発事業の様子 
 
    体験講座「学んで塗ろう京の土壁」      シンポジウム「庭と平成の京町家」 
 
 
 

 
 

    平成の京町家コンソーシアムホームページ          普及啓発冊子 
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 ③流通促進事業 

  平成の京町家の流通を促進するため，検討・協議等を行う。 

  ・ 住宅供給者と木材供給者で市内産木材の流通に向けた検討を実施 

  ・ 金融機関と住宅ローン開発に向けた協議を実施 

    ⇒現在，京都銀行，京都中央信用金庫，京都信用金庫で，平成の京町家優遇 

     ローンが実施されている。＜参考：京都銀行ホームページより＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ④研究開発事業 

  平成の京町家の調査研究を促進するため，勉強会・意見交換会等を行う。 

  ・ 平成の京町家認定基準の検討を実施 

  ・ 地域産木材の流通及び活用に係る意見交換を実施 

  ・ 伝統的構法の設計法作成及び性能検証実験検討委員会の報告会を実施 
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平成の京町家モデル住宅展示場        

【展示場概要】 

主催：平成の京町家コンソーシアム 

    京都市  京都市住宅供給公社 

出展：㈱シーズン   ㈱ステージホーム 

    ㈱ゼロ・コーポレーション  ㈱リヴ 

協力：学校法人 京都建築学園 

    京都建築専門学校 

概要：モデル住宅 ４棟 

    平成の京町家普及センター １棟 
開設期間：平成２４年１１月から５年間 

営業時間：午前１０時～午後６時 

定休日：水曜（祝日は営業） 

来場者数：２５，９３６人 

       （H24.11~H26.10） 

＜目的＞モデル住宅の展示により「平成の京町家」を体感していただくとと 
             もに，「平成の京町家」普及センターから総合的な情報発信を行う  
             ことにより，広く市民や事業者に普及啓発を図る。 
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KYOMO（きょうも）の配置図 

エントランス 

エントランス 

エントランス 

一般型モデル住宅 

① ㈱リヴ 

② ㈱ゼロ・コーポレーション

③ ㈱シーズン  

④ ㈱ステージホーム 

 

伝統型モデル住宅 

平成の京町家普及センター 
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KYOMO（きょうも）への来場者数の推移 
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来場者数：２５，９３６人

（H24.11～H26.10）

グルメフェア（※１） 

オープン 

グランドオープン 
超京都展（※２） 

１周年イベント 

※１ グルメフェア：市立芸大移転の機   

  運を高め，新しいまちづくりのスター  

   トとして，地元主催で開催 

※２  超京都展：現代美術のアートフェ   

      アとして，展示・トークイベントを開催 
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課題認識及び今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 認定制度について 
 

 ＜課題認識＞   

    平成の京町家に住まうことで得られるコスト面， 

 環境面でのメリットを分かりやすく周知する必要がある。 
   

 ＜今後の方向性＞   

    コストや省エネなど，一般的な木造住宅と比較した 

 データを活用した，分かりやすいパンフレットの作成など， 

 魅力を感じていただくための積極的な情報発信を行う。 
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課題認識及び今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 平成の京町家コンソーシアムについて 
 

 ＜課題認識＞   

   産官学連携による研究開発を充実し，普及促進に 

 つなげる必要がある。 
   

 ＜今後の方向性＞   

    運営委員会の活動内容の見直しを行い，直接的な 

 普及促進につなげていく。 
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課題認識及び今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ モデル住宅展示場ＫＹＯＭＯについて 
 ＜課題認識＞   

   ・ ＫＹＯＭＯへの来場者は多いものの，住宅購入者層 

  の来場が少ない。 

  ・  展示場全体として広告宣伝ができていないため，知 

  名度が低いと考えられる。   

 ＜今後の方向性＞   

   ・ 住宅購入者層の来場を促進し，的確な情報提供を 
   行う仕組みを検討する。  
   ・ 主催者及び出展者で展示場全体のＰＲ方法を検討 

   する。 
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課題認識及び今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 住宅マスタープランにおける成果指標について 
 ＜課題認識＞   

   「環境に配慮した数世代にわたり住み継ぐことのできる 

 住宅の普及」と，「木の循環システムを支える京都市地域 

 産材を活用した木造住宅の普及と維持管理及び更新の 

 促進」のそれぞれの中項目において，平成の京町家の 

 普及度合いを適切に評価する指標を設定する必要が 

 ある。 

   ＜今後の方向性＞  

      累計認定件数とは別の指標の設定 

  例えば，平成の京町家の概念を取り入れている住宅の数など。  
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